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介護予防・日常生活支援総合事業 

第１号訪問事業（介護予防訪問型サービス）契約書別紙（兼重要事項説明書） 

 

  利用者に対するサービスの提供開始にあたり、当事業者が利用者に説明すべき重要事項は、

次のとおりです。 

 

１．事業者（法人）の概要 

事業者（法人）の名称 社会福祉法人 愛の会 

主たる事務所の所在地 〒３１５－００２９ 石岡市根当１０８８８番地３ 

代表者（職名・氏名） 理事長 木村 都
さと

央
なか

 

設 立 年 月 日  平成６年９月２６日 

電 話 番 号 ０２９９－２３－５２１１ 

 

２．事業所の概要 

事 業 所 の 名 称  （介護予防）訪問介護事業所 ハート２４石岡事業所 

サ ー ビ ス の 種 類 第１号訪問事業（介護予防訪問型サービス） 

事 業 所 の 所 在 地 〒３１５—００２９ 石岡市根当１１００８番地１３ 

電 話 番 号 ０２９９－２７－６００２ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０２９９－２７－６００６ 

指定年月日・事業所番号 平成２４年４月２日指定 ０８７０５００１８８ 

管 理 者 の 氏 名  
齊藤 和昭 

（ハートピア石岡施設長・石岡市在宅介護支援センターねあたり管理者兼務） 

通常の事業の実施地域 石岡市・小美玉市・笠間市・かすみがうら市 

 

３．事業の目的と運営の方針 

事業の目的 

要支援状態にある利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り居宅におい

て自立した日常生活を営むことができるよう、生活の質の確保及び向上を図

るとともに、安心して日常生活を過ごすことができるよう、介護予防サービ

スを提供することを目的とします。 

運営の方針 

事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法その他

関係法令及びこの契約の定めに基づき、関係する市町村や事業者、地域の

保健・医療・福祉サービス等と綿密な連携を図りながら、利用者の要支援

状態の軽減や悪化の防止、もしくは要介護状態となることの予防のため、

適切なサービスの提供に努めます。 
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４．提供するサービスの内容 

第１号訪問事業（介護予防訪問型サービス）は、訪問介護員等が利用者のお宅を訪問し、入

浴、排泄や食事等の介助、調理、洗濯や掃除等の家事など、日常生活上の世話を行うサービス

です。 

 具体的には、サービスの内容により、以下の区分に分けられます。 

 

身体介護 

利用者の身体に直接接触して行う介助や日常生活を営むのに必要な機能を

高めるための介助や専門的な援助を行います。 

例）起床介助、就寝介助、排泄介助、身体整容、食事介助、更衣介助、 

清拭(せいしき)、入浴介助、体位交換、服薬介助、通院･外出介助など 

生活援助 
家事を行うことが困難な利用者に対して、家事の援助を行います。 

例）調理、洗濯、掃除、買い物、薬の受取り、衣服の整理など 

 

５．営業日時 

営 業 日 
月曜日から土曜日まで 

ただし、年末年始（12月31日から1月3日）を除きます。 

営業時間  午前９時００分から午後６時００分まで 

 

６．事業所の職員体制（令和 7 年１月１日現在） 

※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

職種 常勤 非常勤 男女比 指定基準 備考 

１．事業所長（管理者） １名  1：0 １名  

２．サービス提供責任者 ２名  0：2 ２名 訪問介護員兼務 

３．訪問介護員 ３名 5 名 0：8   

 

 

(1)介護福祉士 ３名 3 名    

(2)介護職員初任者研修修了者等   2 名    

 

７．サービス提供の責任者 

 利用者へのサービス提供の責任者は下記のとおりです。 

サービス利用にあたって、ご不明な点やご要望などありましたら、何でもお申し出ください。 

サービス提供責任者の氏名 
原 和江 

中村 由美 

 

８．利用料 

 利用者がサービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、利用者からお支

払いいただく「利用者負担金」は、原則として負担割合証に応じた負担額となります。ただし、

介護保険の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきま

す。 
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（１）第 1 号訪問事業・介護予防訪問型サービスの利用料  

 

【基本部分】※身体介護及び生活援助 

サービス名称 サービスの内容 基本利用料 
利用者負担 

１割 

利用者負担 

２割 

利用者負担 

３割 

訪問型サービスⅠ 

（１月につき） 

週１回程度の訪問型サービス

が必要とされた者      

（事業対象者・要支援1・２） 

11,7６0円／月 1,17６円 2,3５２円 3,5２８円 

訪問型サービスⅡ 

（１月につき） 

週２回程度の訪問型サービス

が必要とされた者      

（事業対象者・要支援1・２） 

23,4９0円／月 2,34９円 4,6９８円 7,0４７円 

訪問型サービスⅢ 

（１月につき） 

週２回を超える程度の訪問型

サービスが必要とされた者

（週３回程度） 

（事業対象者・要支援2） 

37,270円／月 3,727円 7,454円 11,181円 

訪問型サービスⅣ 

（１回につき） 

1月の中で全部で４回までの

サービスを行った場合 

（事業対象者・要支援1・２） 

2,680円／回 268円 536円 804円 

訪問型サービスⅤ 

（１回につき） 

1月の中で全部で5回～８回の

サービスを行った場合 

（事業対象者・要支援1・２） 

2,720円／回 272円 544円 816円 

訪問型サービスⅥ 

（１回につき） 

1月の中で全部で9回～12回

のサービスを行った場合 

（事業対象者・要支援２） 

2,870円／回 287円 574円 861円 

訪問型サービス 

短時間サービス 

（１回につき） 

２０分未満の訪問型サービス 

（事業対象者・要支援 1・２） 1,670円／回 167円 334円 501円 

  

※事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者２０人以上にサービスを行う場

合は上記利用料の９０％の金額となります。 

 

 上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、

これら基本利用料も自動的に改定されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書

面でお知らせします。 

 
【加算】 

 以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。 
 

加算の種類 加算の要件 

加算額 

加算額 
利用者負担 

１割 

利用者負担 

２割 

利用者負担 

３割 

初回加算 
新規の利用者へサービス提供した場

合 
2,000 円／月 200 円 400 円 600 円 
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生活機能向上 

連携加算 

（１月につき） 

サービス提供責任者が介護予防訪問 

リハビリテーション事業所の理学 

療法士等に同行し、共同して利用者 

の心身の状況等を評価した上、生活 

機能向上を目的とした介護予防訪問 

介護計画を作成し、サービス提供し 

た場合 

1,000 円／月 100 円 200 円 300 円 

介護職員等処遇 

改善加算（Ⅰ） 
介護職員の処遇改善に関して、一定
の改善基準を超えた場合 
※区分支給限度額の算定対象からは 

除かれます。 

所定単位数の２４５／１０００ 加算 

介護職員等処遇 

改善加算（Ⅱ） 
所定単位数の２２４／１０００ 加算 

介護職員等処遇 

改善加算（Ⅲ） 
所定単位数の１８２／１０００ 加算 

 
 

（２）キャンセル料 

 利用予定日の直前にサービス提供をキャンセルした場合は、以下のとおりキャンセル料を

いただきます。ただし、利用者の体調や容体の急変など、やむを得ない事情がある場合は、

キャンセル料は不要とします。 

キャンセルの時期 キャンセル料 

利用予定日の前日 無料 

利用予定日の当日 利用者負担金の１０％の額 

 

（３）支払い方法 

 上記（１）及び（２）の利用料（利用者負担分の金額）は、１ヶ月ごとに計算し、翌月の

20 日または 27 日に契約者の指定の口座より振替いたします。 

 

９．サービスの利用に関する留意事項 

（１）サービス提供を行う訪問介護員 

サービス提供時に、担当の訪問介護員を決定します。ただし、実際のサービス提供にあたっ

ては、複数の訪問介護員が交替してサービスを提供します。 

訪問介護員は、常に身分証を携帯し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を

求められた時は、いつでも身分証を提示します。 
 

（２）訪問介護員の交替 

①ご契約者からの交替の申し出 

選任された訪問介護員の交替を希望する場合には、当該訪問介護員が業務上不適当と認めら

れる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して訪問介護員の交替を申し

出ることができます。ただし、ご契約者から特定の訪問介護員の指名はできません。 

②事業者からの訪問介護員の交替 

事業者の都合により、訪問介護員を交替することがあります。訪問介護員を交替する場合は

契約者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものと

します。 
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（３）サービス実施時の留意事項 

①定められた業務以外の禁止 

ご契約者は「４．提供するサービス内容」で定められたサービス以外の業務を事業者に依頼

することはできません。 

②訪問介護サービスの実施に関する指示・命令 

訪問介護サービスの実施に関する指示・命令はすべて事業者が行います。但し、事業者は訪

問介護サービスの実施にあたって契約者の事情・意向等に十分に配慮するものとします。 

③備品等の使用 

訪問介護サービス実施のために必要な備品等（水道・ガス・電気を含む）は無償で使用させ

ていただきます。訪問介護員が事業所に連絡する場合の電話等も使用させていただきます。 

 

（４）サービス内容の変更 

サービス利用当日に、ご契約者の体調等の理由で予定されていたサービスの実施ができない

場合には、サービス内容の変更を行います。その場合、事業者は、変更したサービスの内容と

時間に応じたサービス利用料金を請求します。 

 

（５）訪問介護員の禁止行為 

訪問介護員は、ご契約者に対する訪問介護サービスの提供にあたって、次に該当する行為は

行いません。 

①医療行為 

②ご契約者もしくはその家族等からの金銭又は高価な物品の授受 

③ご契約者の家族等に対する訪問介護サービスの提供 

④飲酒及びご契約者もしくはその家族等の同意なしに行う喫煙 

⑤ご契約者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動 

⑥その他契約者もしくはその家族等に行う迷惑行為 

 

（６）サービス提供責任者 

サービス提供責任者は利用者からのサービス利用申込みに関する調整や訪問介護計画の作成

などはじめ、次のような業務を担当します。利用にあたって疑問点やご心配な点があったりサ

ービス内容を変更したい時には、サービス提供責任者にお気軽にお尋ねください。（担当の訪

問介護員に直接お話しくださってもかまいません。） 

＜サービス提供責任者の業務＞ 

  ①訪問介護サービスの利用の申込みに関する調整 

  ②利用者の状態の変化やサービスに関する意向の定期的な把握 

  ③居宅介護支援事業者等との連携（サービス担当者会議への出席など） 

  ④訪問介護員への援助目標、援助内容に関する指示 

  ⑤訪問介護員の業務の実施状況の把握 

  ⑥訪問介護員の業務管理 

  ⑦訪問介護員の研修、技術指導 

  ⑧その他サービスの内容の管理について必要な業務 

 

１０．個人情報の保護について 
（１）事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省
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が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライ

ン」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。 
（２）事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的

では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はそ

の代理人の了解を得るものとする。 
 
１１．虐待の防止について 

当事業所は、ご契約者等の人権の擁護・虐待の発生またはその再発を防止するために、次 

に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

① 虐待防止に関する責任者を選定 

② 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について職員に 

周知徹底 

③ 虐待防止のための指針の整備 

④ 職員に対して、虐待防止のための定期的な研修の実施 

⑤  訪問介護サービス提供中に、虐待を受けたと思われるご契約者を発見した場合は、速

やかにこれを市町村に通報 

 

１２．緊急時における対応方法 

サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やか

に主治医及び家族等へ連絡を行う等、必要な措置を講じます。 

 

１３．事故発生時の対応 

 サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の地域包括支

援センター及び石岡市等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

 

１４．苦情相談窓口 

（１）サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所の下記の窓口でお受けします。 

相談受付窓口 
苦情受付担当者 原 和江 

受 付 時 間  月曜日～金曜日 午前９時００分～午後８時００分 

（２）サービス提供に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てることができます。 

苦情受付機関 

石岡市役所介護保険室 電話番号０２９９－２３－１１１１ 

茨城県国民健康保険団体連合会 電話番号０２９－３０１－１５６５ 

茨城県運営適正化委員会 

（茨城県社会福祉協議会） 
電話番号０２９－３０５－７１９３ 

 

１５．サービスの利用にあたっての留意事項 

 サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。 

（１）サービス提供の際、訪問介護員等は以下の業務を行うことができませんので、あらかじ

めご了解ください。 
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  ① 医療行為及び医療補助行為 

  ② 各種支払いや年金等の管理、金銭の貸借など、金銭に関する取扱い 

  ③ 他の家族の方に対する食事の準備 など 

（２）訪問介護員等に対し、贈り物や飲食物の提供などはお断りいたします。 

（３）体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早めに

担当の地域包括支援センター又は当事業所の担当者へご連絡ください。 

 

１６．提供するサービスの第三者評価の実施状況について 

実施の有無 無 

実施した直近の年月日  

実施した評価機関の名称  

評価結果の開示状況  
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令和   年   月   日 

 

事業者は、利用者へのサービス提供開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

事 業 者  所 在 地    石岡市根当１０８８８番地３ 

事業者（法人）名 社会福祉法人 愛の会 

代表者職・氏名  理事長 木村 都央    印 

説明者職・氏名  サービス提供責任者 

             印 

 

 

私は、事業者より上記の重要事項について説明を受け、同意しました。 

また、この文書が契約書の別紙（一部）となることについても同意します。 

 

        利 用 者  住 所                    

 

氏 名                     印 

 

署名代行者（又は法定代理人） 

住 所                    

 

氏 名                  印 

 

本人との続柄（        ） 
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＜重要事項説明書付属文書＞ 

１．契約締結からサービス提供までの流れ 

ご契約者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、「居宅サ

ービス計画(ケアプラン)」の内容を踏まえ、契約締結後に作成する「訪問介護計画」

に定めます。契約締結からサービス提供までの流れは次の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．サービス提供における事業者の義務 

当事業所では、ご契約者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。 

①ご契約者の生命、身体、財産の安全･確保に配慮します 

②ご契約者の体調、健康状態からみて必要な場合には、ご契約者又はその家族等

から聴取、確認します。 

③サービスの提供にあたって、緊急時の連絡先として主治医を確認するなど、

医師・医療機関への連絡体制の確保に努めます。 

④ご契約者に提供したサービスについて記録を作成し、5 年間保管するととも

に、ご契約者又は代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。 

⑤サービス実施時に、ご契約者に病状の急変等が生じた場合は、速やかに主治

医への連絡を行う等の必要な措置を講じます。 

⑥事業者及びサービス従事者又は従業員は、サービスを提供するにあたって知

り得たご契約者又はご家族等に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩

しません。（守秘義務） 

・ただし、ご契約者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等に

ご契約者の心身等の情報を提供します。 

・サービス担当者会議など、契約者に係る他の居宅介護支援事業者等との連携を図

るなど正当な理由がある場合には、その情報が用いられる者の事前の同意を文書

により得た上で、契約者又はその家族等の個人情報を用いることができるものと

します。 

 

３．損害賠償について 

  事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は速やかにその損害を

賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします 

②訪問介護計画は、居宅サービス計画（ケアプラン）が変更された場合、

もしくはご契約者及びその家族等の要請に応じて、変更の必要があるかど

うかを確認し、変更の必要のある場合には、ご契約者及びその家族等と協

議して、訪問介護計画を変更します。 

③訪問介護計画が変更された場合には、ご契約者に対して書面を交付し、

その内容を確認していただきます。 

 

①訪問介護計画の原案について、ご契約者及びその家族等に対して説明
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ただし、その損害の発生について、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契

約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償額

を減じる場合があります。 

 

４．サービス利用をやめる場合（契約の終了について） 

契約の有効期間は、契約締結の日から契約者の要介護認定の有効期間満了日までです

が、契約期間満了の２日前までにご契約者から契約終了の申し入れがない場合には、契

約は更に同じ条件で更新され、以後も同様となります。 

契約期間中は、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することがで

きますが、仮にこのような事項に該当するに至った場合には、当事業所との契約は終了

します。 

①ご契約者が死亡した場合 

②要介護認定又は要支援認定によりご契約者の心身の状況が自立または要支援

1・2 と判定された場合 

③事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を

閉鎖した場合 

④施設の滅失や重大な毀損により、ご契約者に対するサービスの提供が不可能

になった場合 

⑤当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

⑥ご契約者から解約又は契約解除の申し出があった場合（詳細は以下をご参照

下さい。） 

⑦事業者から契約解除を申し出た場合（詳細は以下をご参照下さい。） 

 

（１）ご契約者からの解約・契約解除の申し出 

 契約の有効期間であっても、ご契約者から利用契約を解約することができます。そ

の 場合には、契約終了を希望する日の７日前までに解約届出書をご提出ください。 

ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除することができます。 

① 介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合 

② ご契約者が入院された場合 

③ ご契約者に係る居宅サービス計画（ケアプラン）が変更された場合 

④ 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める訪問介護サ

ービスを実施しない場合 

⑤ 事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合 

⑥ 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご契約者の身体・財物

・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大

な事情が認められる場合 

 

（２）事業者からの契約解除の申し出 

以下の事項に該当する場合には、本契約を解除させていただくことがあります。 

①ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、

故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがた

い重大な事情を生じさせた場合 



 

 11 / 13 

 

②ご契約者による、サービス利用料金の支払いが３ヶ月以上遅延し、相当期間

を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合 

③ご契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは

他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を

行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

 

（３）契約の終了に伴う援助 

   契約が終了する場合には、事業者はご契約者の心身の状況、置かれている環境等を

勘案し、必要な援助を行うよう努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜重要事項説明書付属文書＞ 

１．契約締結からサービス提供までの流れ 

ご契約者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、「居宅サ

ービス計画(ケアプラン)」の内容を踏まえ、契約締結後に作成する「訪問介護計画」

に定めます。契約締結からサービス提供までの流れは次の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②訪問介護計画は、居宅サービス計画（ケアプラン）が変更された場合、

もしくはご契約者及びその家族等の要請に応じて、変更の必要があるかど

うかを確認し、変更の必要のある場合には、ご契約者及びその家族等と協

議して、訪問介護計画を変更します。 

③訪問介護計画が変更された場合には、ご契約者に対して書面を交付し、

その内容を確認していただきます。 

 

①訪問介護計画の原案について、ご契約者及びその家族等に対して説明
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２．サービス提供における事業者の義務 

当事業所では、ご契約者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。 

①ご契約者の生命、身体、財産の安全･確保に配慮します 

②ご契約者の体調、健康状態からみて必要な場合には、ご契約者又はその家族等

から聴取、確認します。 

③サービスの提供にあたって、緊急時の連絡先として主治医を確認するなど、

医師・医療機関への連絡体制の確保に努めます。 

④ご契約者に提供したサービスについて記録を作成し、2 年間保管するととも

に、ご契約者又は代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。 

⑤サービス実施時に、ご契約者に病状の急変等が生じた場合は、速やかに主治

医への連絡を行う等の必要な措置を講じます。 

⑥事業者及びサービス従事者又は従業員は、サービスを提供するにあたって知

り得たご契約者又はご家族等に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩

しません。（守秘義務） 

・ただし、ご契約者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等に

ご契約者の心身等の情報を提供します。 

・サービス担当者会議など、契約者に係る他の居宅介護支援事業者等との連携を図

るなど正当な理由がある場合には、その情報が用いられる者の事前の同意を文書

によ り得た上で、契約者又はその家族等の個人情報を用いることができるもの

とします。 

 

３．損害賠償について 

  事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は速やかにその損害を

賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします 

ただし、その損害の発生について、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契

約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償額

を減じる場合があります。 

 

４．サービス利用をやめる場合（契約の終了について） 

契約の有効期間は、契約締結の日から契約者の要介護認定の有効期間満了日までです

が、契約期間満了の２日前までにご契約者から契約終了の申し入れがない場合には、契

約は更に同じ条件で更新され、以後も同様となります。 

契約期間中は、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することがで

きますが、仮にこのような事項に該当するに至った場合には、当事業所との契約は終了

します。 

①ご契約者が死亡した場合 

②要介護認定又は要支援認定によりご契約者の心身の状況が自立または要支援

1・2 と判定された場合 

③事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を

閉鎖した場合 

④施設の滅失や重大な毀損により、ご契約者に対するサービスの提供が不可能



 

 13 / 13 

 

になった場合 

⑤当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

⑥ご契約者から解約又は契約解除の申し出があった場合（詳細は以下をご参照

下さい。） 

⑦事業者から契約解除を申し出た場合（詳細は以下をご参照下さい。） 

 

（１）ご契約者からの解約・契約解除の申し出 

 契約の有効期間であっても、ご契約者から利用契約を解約することができます。そ

の 場合には、契約終了を希望する日の７日前までに解約届出書をご提出ください。 

ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除することができます。 

① 介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合 

② ご契約者が入院された場合 

③ ご契約者に係る居宅サービス計画（ケアプラン）が変更された場合 

④ 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める訪問介護サ

ービスを実施しない場合 

⑤ 事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合 

⑥ 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご契約者の身体・財物

・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大

な事情が認められる場合 

 

（２）事業者からの契約解除の申し出 

以下の事項に該当する場合には、本契約を解除させていただくことがあります。 

①ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、

故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがた

い重大な事情を生じさせた場合 

②ご契約者による、サービス利用料金の支払いが３ヶ月以上遅延し、相当期間

を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合 

③ご契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは

他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を

行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

 

（３）契約の終了に伴う援助 

   契約が終了する場合には、事業者はご契約者の心身の状況、置かれている環境等を

勘案し、必要な援助を行うよう努めます。 

 

 

 


